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羽生市省エネ家電買換促進事業補助金 

申請の手引き 
（購入前にお読みください） 

 
市では、環境への負荷の少ない補助対象家電への買換えの普及促進を図ることにより、エネル

ギー価格高騰による家庭の費用負担を軽減するとともに、市民の地球温暖化防止への意識啓発に

寄与するために、予算の範囲内（１，０００万円）において補助金を交付します。  

 

１ 補助対象者  

 次のすべての要件を満たす方が対象となります。 

・市内に住所を有する方 

・自らが居住する市内にある住宅（店舗併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が総床面積の

２分の１以上のものに限る。）の既存のエアコン又は冷蔵庫家電を撤去・処分し、当該住宅

に同種の新品（未使用品）の補助対象家電を購入し、設置する方 

・補助金の交付を申請する日において、市税を滞納していないこと。 

・本人又は本人と同一世帯に属する者が、この補助金の交付決定を受けていないこと。 

（1世帯当たり 1回限り。） 

・買い換える既存のエアコン又は冷蔵庫について、令和８年３月１日から同年６月３０日まで

の期間に、家電リサイクル法に基づき、適正に処分していること。 

・申請対象となる省エネ家電の購入費用について、国又は地方公共団体が実施する他の補助制

度による補助を受けていないこと。 

  

２ 補助対象外 

 次に該当する場合は、補助の対象となりません。 

・法人 

・賃貸又は販売を目的として省エネ家電製品を設置する場合 

・中古品又はリユース品 

・新規設置（既存の家電を処分せずに新たに購入する場合） 

・既存の家電を下取りや譲渡した場合 

・羽生市生活応援商品券を利用して購入した場合 

※羽生市生活応援商品券と羽生市省エネ家買換促進補助金は、どちらも「物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金」を活用した事業となるため。 

 

３ 補助対象家電の要件  

（１）統一省エネラベルの省エネ基準達成率１００％以上 

 ・エアコン 目標年度２０２７年度（直吹きで壁掛け形に限ります） 

 ・冷蔵庫   目標年度２０２１年度 

   ※以下これらの家電を「省エネ家電」とします。  

（２）市内の販売店から直接購入した新品（未使用であり、かつ、消費者により購入されたこと
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がないものをいう。インターネット購入は対象外。） 

（３）省エネ型製品情報サイトに掲載されている製品 

（４）令和８年３月１日～同年６月３０日までに、既存家電の処分、省エネ家電の購入及び設置

完了すること。  

 

４ 補助対象経費  

 補助対象となる経費は、省エネ家電本体の購入に要する費用（税抜）とします。  

（設置費、運搬費は含みません。また割引券・ポイント利用分は対象外です。） 

 

５ 補助額 

・補助額は、補助対象となる省エネ家電製品の購入合計額（税抜）に３分の１を乗じて得た額

とし、３万円を上限とします。 

・１，０００円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとします。 

・１世帯１回限り（エアコンと冷蔵庫の同時申請は可能） 

【計算例１】●80,000円（税抜の本体価格）のエアコンを購入・設置した場合  

80,000円×1/3＝26,666円 ⇒ 千円未満切り捨てて 26,000円となります。 

→補助の上限額（３万円）より 1/3の額が低いため、補助額は 26,000円  

【計算例２】●80,000 円のエアコンと 200,000 円（いずれも税抜の本体価格）の冷蔵庫を購入・設

置した場合  

280,000円×1/3＝93,333円 ⇒ 千円未満切り捨てて 93,000円となります。 

→補助の上限額（３万円）より 1/3の額が高いため、補助額は 30,000円  

 

６ 申請受付期間・抽選   ※先着順ではありません。 

・申請受付期間は、令和８年３月２日から同年６月３０日までです。 

・申請書の記載内容や添付書類に不備がある場合は受付ができません。 

・申請額の合計が予算額を上回った場合は、無作為抽選により交付決定者を決定します。 

（抽選を実施した場合は不交付になる場合があります。あらかじめご了承願います。） 

・抽選方法及び結果に関するお問い合わせには応じられません。 

 

７ 申請方法 

 （１）申請方法  

申請は、必要書類を郵送または、環境課窓口までご持参ください。 

※郵送の場合は、受付期間内に必着とします。郵送方法は簡易書留を推奨します。 

※提出された書類の返却はしません。 

※郵送による申請について、到着確認のお問い合わせには対応しません。 

※書類に不備のある方には、電話にてご連絡します（日中）。指定した期日までに修正して

いただけない場合は、受付できません。 

 <郵送先>  〒348－8601  

   羽生市東６丁目１５番  羽生市役所 環境課あて  

       <持参の場合の受付時間＞ 平日 午前８時３０分～午後５時１５分 
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 （２）必要書類  

 1.交付申請書（様式第１号） 

 2.領収書又はレシートの写し （購入日・型番・金額・購入者氏名が確認できるもの） 

 3.メーカー保証書の写し 

 4.家電リサイクル券（特定家庭用機器廃棄物管理票・排出者控）の写し  

    （排出者氏名、製造業者等名コード及び品目・料金区分コードが確認できるもの） 

 5.省エネ達成率が確認できる書類 

（メーカー、型番、省エネ基準達成率が確認できるもの）   

メーカー製品カタログ、仕様書、統一省エネラベル等の写しのいずれか一つ  

 6.省エネ家電設置後の写真  (家電だけでなく、設置場所が全体としてわかる構図) 

 7.その他市長が必要と認める書類  

 

８ 交付・不交付決定 

 受付期間終了後、書類審査のうえ、概ね３週間を目途に交付・不交付決定通知書を郵送します。 

 

９ 補助金の請求 （交付決定者のみ） 

 （１）請求方法  

 ・補助金交付決定通知書を受領後、指定した期日までに請求書を環境課に提出して 

ください。（請求書は交付決定通知と一緒にお送りします。） 

 （２）提出書類  

 ・請求書（様式第４号）  

 ・通帳又はキャッシュカードの写し等 

※必ず、申請者本人名義のもので、口座名義人、金融機関名、支店、口座番号がわかるも

の 

 

１０ 注意事項          

（１）財産処分の制限  

・補助対象家電は、耐用年数の期間中（６年間）、返品、譲渡、貸与、交換、転売、廃 

棄、担保設定はできません。 

・やむを得ない事情がある場合は、事前に市の承認が必要です。 

（２）設置確認 

・市が必要と判断した場合、現地確認や追加書類の提出を求めることがあります。 

（３）提出書類に虚偽事項の記載があることや要綱に違反したこと等が認められた場合は、補 

助金の交付決定を取消し、交付した補助金を返還していただきます。 

（４）その他 

・交付決定があっても、期限内に請求書等の提出がされない場合は交付決定の取消しとな

ります。 

・申請をもって、市職員が住民登録状況及び市税納付状況について関係部署に照会するこ

とに同意したものとします。  
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１１ その他 （申請書（様式第１号）へ転記及び添付する書類等について） 

処分する（買い換え前）家電の品質表示板の位置 

※処分前に必ず控えてください。（申請書に記載します。） 

           

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領収書又はレシートの写し      ※購入者は申請者の方 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転記内容（冷蔵庫） 
・メーカー名 
・製造年 
・型番 
・定格内容積（L） 

転記内容（エアコン） 
・メーカー名 
・製造年 
・型番 
・定格冷房能力（kw） 

レ シ ー ト

※購入者氏名の記載がない場合は、領収 

 書の宛名欄もしくはレシートの余白に 

申請者氏名を記載してください。 

 

金額、品名だけでなく、型番、支払金額の内訳
（本体購入費、設置費用、消費税等）の記載も
必要です。 

品質表示版 
品質表示版 

※メーカーにより、「型番」・「型式」・「形
式」と表示が異なります。 

（表示版のとおりに転記してください。） 
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メーカー保証書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家電リサイクル券（排出者控）の写し 

           

           

           

  

            

型番、省エネ基準達成率が確認できる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金郵便局振込方式」の家電リサイクル券 

 （通称「郵便局券」）  

グリーン券（家電リサイクル券）見本 

 
※５枚複写のため、記入欄は 
 濃くはっきりと書いてください。 

※お名前は申請者の方 

※排出者は申請者の方 

羽 生 太 郎 

羽 生 太 郎 

画像は一般社団法人家電製品協会より引用 
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省エネ基準達成率が確認できる書類 

「補助対象家電のカタログ」、「仕様書」、「省エネ型製品情報サイト上で当該家電を確認できる統

一省エネラベルやページ等を印刷したもの」等のいずれか 1つをご提出ください。 
 

●省エネ型製品情報サイトから統一省エネラベル等を印刷する方法  
 

【エアコンの場合】  https://seihinjyoho.go.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QRコード 

⑤統一省エネラベルが表示されました。 

このラベルを印刷してください。 

・省エネ基準達成率が100％以上 

・メーカー名、型番の表示がある 

（注意：メーカー名、型番がないラベルは 

添付書類になりません。） 

①エアコンをク

リックします。 

②エアコン 2027を選択します。 

 

③購入した機種に✅します。

 

④ラベルのアイコンをクリックします。 
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※統一省エネラベルでなくても、購入した省エネ家電のメーカー、型番、省エネ基準達成率がわ

かるページの印刷でも結構です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像は省エネ型製品情報サイトより引用 

省エネ家電設置後の写真  

設置場所が全体としてわかる構図（例）       

           

       

           

           

    

           

           

           

       

 

 

 

①購入した省エネ家電に✅します。 

②「選択した製品だけを比較表示する」に✅します。 

③✅した省エネ家電の情報が表示されました。（メーカー名、型番、

省エネ基準達成率が見えるところを印刷してください。） 
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補助金交付までの流れ（概要） 
【流れ】                【注意点】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■省エネ家電買い替えの検討（エアコン・冷蔵庫） 
 補助金の対象：省エネ基準達成率１００％以上 
 エアコン 目標年度 ２０２７年度 
 冷蔵庫  目標年度 ２０２１年度 
（住民登録のある自己が居住する住宅の家電の買換えに限る） 
■省エネ家電は、新品・未使用（中古品やリユース品は対象外）で、
市内の販売店（リサイクル店は除く）から直接購入したもの（市
外店舗とインターネット等での購入は対象外） 

 
■古い家電を廃棄する前に、メーカー、型番、容量、kwを必ず控
えてください（申請書に記載します）。 

■古い家電は、家電リサイクル法に従い適切に処分してください
（無料回収・下取り等は対象外）。 

■家電リサイクル券の排出者、領収書、メーカー発行の保証書の
名前は同一名義としてください。 

■補助金交付申請（令和８年３月２日～同年６月３０日） 
 ・補助金は本体価格（税抜）の１／３もしくは３万円 
（いずれか安い方） 

 ・書類の不備（未記入や添付書類の不足）があると受理できま
せん。 

・申請は１世帯１回 
■申請時に必要なもの 
①羽生市省エネ家電買換促進補助金交付申請書 
②廃棄の際に発行される家電リサイクル券の写し 
③領収書等の写し 
④メーカー発行の保証書の写し 
※①②③④の名義人は一致すること。 
⑤メーカー名、型番、省エネ基準達成率の分かる資料の写し 
（該当部分のページをいずれか１つ） 
 ・製品カタログもしくは仕様書 
・「省エネ型製品情報サイト」の対象家電の 
統一省エネラベル等（左記QRコード参照） 

⑥設置した状態の写真 
（省エネ家電だけでなく設置の状況がわかるもの） 

■抽選と通知の送付について（７月下旬） 
 ・交付申請額が予算額を超えた場合は抽選をします。 
 ・抽選の結果については全員に通知します。 
  （交付決定通知、不交付決定通知） 
・交付決定された方には請求書の用紙を同封します。 
・抽選にもれた方には不交付決定通知をお送りします。 
 （補助金の交付はありません。） 

■請求書等の提出について（交付決定者のみ） 
 ・請求書と口座の情報を環境課に提出します。 
（申請者、請求者、口座の名義人は一致すること。） 
 ・期日までに提出がない場合は、交付取消となります。 

■補助金の振込 
 ・請求書の提出期日からおおむね１ヶ月で指定振り込み口座へ

振り込みます。 

【担当】羽生市経済環境部環境課 環境保全係 

 〒348－8601 羽生市東 6丁目 15番 
電 話：048-561-1121 内線 295 
E-mail: kankyou@city.hanyu.lg.jp 

 

請求書等の提出 

（交付決定者のみ） 

補助金の交付 

省エネ家電の買換えの検討 

省エネ家

電の購入

と設置 

買替え前

家電の廃

棄 

補助金交付申請 

審査⇒（抽選） 

交付決定通知（不交付決定通

知）の送付 

 

 

申請者 

市役所環境課 


